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１ 埼玉県の人口の状況と将来見通し 

（１）埼玉県の人口の状況 

① 総人口及び年齢別の人口構成・世帯数 

埼玉県の総人口は、1960 年代から 1990 年（平成 2 年）にかけて急激に増加し、その後、増

加のペースは緩やかになったが、2005 年（平成 17 年）に 700 万人を超えるに至った。これま

で本県の人口は、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の将来推計人口を上

回って増加しており、2005 年（平成 17 年）国勢調査結果を基にした推計では、2010 年（平

成 22 年）頃に人口ピークを迎えるとされていたが、引き続き増加している。2015 年（平成 27

年）7 月 1 日現在の県推計人口は約 725 万人となっている。 

 

年齢３区分別人口をみると、年少人口（0～14 歳）は 1980 年（昭和 55 年）の 146 万人を

ピークに減少が続いており、現在は 1970 年（昭和４５年）の水準を下回っている。また、社会

経済を支える労働力として重要な生産年齢人口（15～64 歳）は、全国では 1995 年（平成 7 年）

頃から減少しているが、本県においても 2000 年（平成 12 年）の 501 万人をピークに減少が

続いている。 

高齢者人口（65 歳以上）は 2010 年（平成 22 年）には 146 万人となり、高齢化率が 20.4%

となっている。埼玉県町（丁）字別人口調査によると、2003 年（平成 15 年）に高齢社会（高

齢化率 14～21％）となり、2015 年（平成 27 年）には高齢化率が 23.7％まで上昇し、超高齢

社会（高齢化率 21％超）となっている。 

  

図１ 埼玉県の人口の推移（年齢３区分別） 
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（総務省「国勢調査」を基に作成） 
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世帯数については 1970 年（昭和 45 年）の 97 万世帯から、2010 年（平成 22 年）には 284

万世帯となり、増加を続けている。一方で、平均世帯人員数は減少傾向にあり、1970 年（昭和

45 年）の 3.83 人から、2010 年（平成 22 年）には 2.50 人に減少している。 

世帯構成をみると、核家族世帯（夫婦のみの世帯、夫婦と子供から成る世帯、男親又は女親と子

供から成る世帯の合計）が 1970 年（昭和 45 年）には 67 万世帯で全世帯の 69％であったが、

2010 年（平成 22 年）には 176 万世帯、62％となっている。代わって、世帯人員が一人のみ

の単独世帯が近年増加しており、1970 年（昭和 45 年）には８万世帯であったが、2010 年（平

成 22 年）には 81 万世帯と約 10 倍に増加し、全世帯に占める割合も 28％に増加してきている。 

また、高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦のみの世帯）又は高齢者（65 歳以上）

単独の世帯である高齢者世帯は、1990 年（平成 2 年）には合わせて 10 万世帯で、全世帯の５％

にすぎなかったが、2010 年（平成 22 年）には 48 万世帯と約５倍となり、全世帯の 17％を占

めている。 

 

図２ 埼玉県の世帯数と平均世帯人員数の推移 
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（総務省「国勢調査」を基に作成） 

 

図３ 埼玉県の高齢者世帯数の推移 
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② 自然増減の状況 

埼玉県の出生数は第２次ベビーブーム期の 1970 年代に 10 万人を超えたが、その後は減少し、

近年は 6 万人程度となっている。一方で、死亡数は増加が続き、2012 年（平成 24 年）に初め

て死亡数が出生数を上回り、自然減となった。 ※自然増減…出生数と死亡数の差 

 

図４ 埼玉県の自然増減の推移 
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（埼玉県「埼玉県の人口動態概況」を基に作成） 

 

埼玉県の合計特殊出生率は 1970 年代前半の第２次ベビーブーム期には 2.40 を上回っていた

が、その後は急激に減少傾向に転じた。2004 年（平成 16 年）には過去最低の 1.20 となった

が、その後は緩やかに上昇している。 

全国と比較すると、1980 年代頃から埼玉県が全国を下回る傾向にある。ただし、東京都より

も常に上回っている状況にある。 

 

図５ 合計特殊出生率の推移 
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（厚生労働省「人口動態統計」を基に作成） 
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 出生率に影響があると思われる初婚年齢は、埼玉県の人口動態概況によると、1985 年（昭和

60 年）に男性 28.5 歳、女性 25.7 歳であったが、2014 年（平成 26 年）には男性 31.4 歳、

女性 29.5 歳となり晩婚化が進んでいる。また、未婚率は、男女ともに大幅に上昇しており、35

～39 歳の男性の未婚率は、1985 年（昭和 60 年）の 14.7％から 2010 年（平成 22 年）には

38.3％に、同様に女性の未婚率も 4.5％から 22.8％に上昇している。特に 25～29 歳の女性の

未婚率は、1985 年（昭和 60 年）に 29.7％が 2010 年（平成 22 年）には 61.0％に、また、

３０～３４歳の女性の未婚率は 8.4％が 34.2％に上昇しており、高学歴化なども影響して女性の

晩婚化が進んでいる。 

図６ 埼玉県の年齢階級別未婚率の推移（男性） 
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（埼玉県「埼玉県子育て応援行動計画」を基に作成） 

 

図７ 埼玉県の年齢階級別未婚率の推移（女性） 
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（埼玉県「埼玉県子育て応援行動計画」を基に作成） 
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③ 社会増減の状況 

埼玉県の転出入数は合わせて約 30 万人規模であり、総人口に占める割合は約 4％と、社会増減

の規模は全国的にみても極めて大きくなっている。高度経済成長期の 1960 年代から 1970 年代

前半にかけて、また、バブル景気期の 1980 年代後半に転入数が増加し、その後は転入数と転出

数の差は小さくなったが、ほぼ一貫して転入超過となっている。 

 ※社会増減…転入者数と転出者数の差 

図８ 埼玉県の転入数・転出数及び社会増減の推移 
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（総務省「住民基本台帳人口移動報告」を基に作成） 

 

東京圏（東京都及びその隣接県（埼玉県、千葉県、神奈川県））に広げてみると、1990 年代半

ばの一時期を除き、東京圏全体で転入超過となっている。そうした中で、埼玉県の社会増減は、東

京都の社会増減と一定のトレードオフの関係がみられる。 

 

図９ 埼玉県、東京都、東京圏の社会増減の推移 
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（総務省「住民基本台帳人口移動報告」を基に作成） 
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年齢別に埼玉県の転出入の状況をみると 10 代後半から就学等をきっかけに転入数が大幅に増

加し、結婚・子育て世代の 30 代前半をピークに 40 代前半まで相当な転入数がある。また、転出

数も就業等を機に 20 代半ばから急増し、その後は転入数と同じ傾向となる。このため、10 代後

半から 20 代前半にかけて大幅に転入超過となり、５年間で約３万人の転入超過となっている。

20 代後半から 40 歳前後にかけても転入超過となっており、30 代では約２万人の転入超過とな

っている。また、50 代後半から 60 代はやや転出超過となるが、70 歳以上は約１万人の転入超

過となる。 

 

図１０ 埼玉県の年齢別転入数・転出数・転入超過の状況（2005→2010 年の間の移動） 
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（総務省「国勢調査」を基に作成） 

 

全国の各地域と本県との転出入の状況をみると、15～24 歳は東京都及び神奈川県に対しては

転出超過となっているが、その他の地域からは転入超過となっている。また、30～39 歳は東京

都から大幅な転入超過である。70 歳以上でも東京都から転入超過となっている。 

 
図１１ 埼玉県の地域別転入超過数（2005→2010 年の間の移動） 
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④ 自然増減と社会増減の影響 

埼玉県の総人口に与える自然増減と社会増減の影響をみると、1960 年代に社会増が強まり始

め、それに続く形で自然増が 1960 年代後半から強まった。1970 年代後半から社会増が落ち着

き始め、自然増も低下し始めた。1980 年代後半からの一時期に社会増が再び強まったが、自然

増への影響は小さく、その後、社会増と自然増、共に弱まっている。近年、社会増減はプラスを維

持しているが、自然増減はマイナスに転じた。 

 

図１２ 埼玉県の総人口に与える自然増減と社会増減の影響（1960～2013 年） 
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（総務省「住民基本台帳人口移動報告」を基に作成） 
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⑤ 就業・産業の状況 

就業者数は 2000 年（平成 12 年）まで増加し、その後、横ばいの傾向となっている。これま

でのところ、女性や高齢者の就業者数の増加もあり、生産年齢人口の減少が就業者数に与える影響

は限定的となっている。 

 

図１３ 埼玉県の就業者数の推移 
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（総務省「国勢調査」を基に作成） 

 

埼玉県に常住する 15 歳以上の就業者のうち、県外に従業している人は約 94 万人で 27％を占

め、４人に１人が県外で従業している状態にあり、15 歳人口に占める割合が全国で最も大きい。

このうち東京都区部への従業者数が約８割を占める。 

一方、県外から埼玉県への従業者は約 21 万人で、半数以上が東京都からの従業者である。 

 

図１４ 埼玉県から県外に従業する就業者   図１５ 県外から埼玉県に従業する就業者 
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埼玉県の事業所数の構成比を全国と比較すると、製造業の割合が全国 9.1%であるのに対し、埼

玉県は 12.0％となっている。また、製造業の従業者数の構成比は、全国 16.7%に対し、埼玉県

は 19.6％となっており、埼玉県経済において製造業は重要な位置を占めている。 

製造業について、製造品出荷額等の構成比でみると、輸送用機械器具、化学工業、食料品で 42.1％

を占めている。 

 

表１ 産業大分類別事業所数及び従業者数の構成比（埼玉県、全国 2012 年） 

  
事業所数 従業者数 

埼玉県 全国 埼玉県 全国 

鉱業、採石業、砂利採取業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

建設業 11.3% 9.7% 7.0% 7.0% 

製造業 12.0% 9.1% 19.6% 16.7% 

電気・ガス・熱供給・水道業 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 

情報通信業 0.8% 1.2% 1.0% 2.9% 

運輸業・郵便業 2.8% 2.5% 7.9% 6.0% 

卸売業・小売業 23.7% 25.9% 21.1% 21.2% 

金融業・保険業 1.3% 1.6% 2.3% 2.9% 

不動産業・物品賃貸業 7.4% 7.0% 2.7% 2.7% 

学術研究・専門・技術サービス業 3.5% 4.0% 2.3% 3.0% 

宿泊業・飲食サービス業 11.6% 13.1% 9.3% 9.8% 

生活関連サービス業、娯楽業 9.4% 8.9% 4.9% 4.6% 

教育、学習支援業 3.6% 3.0% 3.3% 3.1% 

医療・福祉 6.7% 6.6% 10.7% 11.1% 

複合サービス事業 0.4% 0.6% 0.5% 0.6% 

サービス業（他に分類されないもの） 5.5% 6.6% 7.3% 8.2% 

合 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

（埼玉県「埼玉県の産業と雇用のすがた」を基に作成） 

 

 
図１６ 埼玉県の産業中分類別製造品出荷額等構成比 

2013 年（平成 25 年） 
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（埼玉県「工業統計調査」を基に作成） 
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また、埼玉県に在住する就業者の産業別割合をみると、製造業などの第２次産業が減少傾向にあ

る一方、サービス業などの第３次産業は増加傾向が続き、産業構造の転換が進んでいる。経済活動

別の県内総生産構成比をみても、近年は第３次産業が 4 分の 3 程度を占めている。 

 

図１７ 埼玉県の産業別就業者割合の推移 
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（総務省「国勢調査」を基に作成） 

 

図１８ 埼玉県の経済活動別県内総生産構成比（名目）の推移 
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（埼玉県「埼玉県県民経済計算」を基に作成） 



- 11 - 

⑥ 地域別の状況 

ア 人口の状況 

東京都区部に近い地域では人口が増加しているが、それ以外の地域では既に人口が減少している。 

 

図１９ 地域別人口増減率（2005→2010 年） 
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（総務省「国勢調査」を基に作成） 

 

イ 高齢化の状況 

比企、西部、利根、北部、本庄、秩父の 6 地域は、既に超高齢社会（高齢化率 21％超）に入っ

ている。 

 

図２０ 地域別高齢化率（2010 年） 
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（総務省「国勢調査」を基に作成） 



- 12 - 

ウ 自然増減の状況 

合計特殊出生率は、一番高い南西部地域は 1.39、一番低い比企地域は 1.06 となっており、そ

の差が 0.33 ポイントと大きい。 

出生数は、さいたま、南部、南西部、東部の 4 地域で、県全体の 6 割近くを占めている。 

 

図２１ 地域別合計特殊出生率・出生数（2013 年） 
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（埼玉県「保健統計」を基に作成） 

 

エ 社会増減の状況 

県全体では社会増（転入超過）であるが、秩父地域では社会減である。秩父地域では 20 代前半

での転出超過が多い。 

 

図２２ 地域別社会増減率（2005→2010 年） 
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（総務省「国勢調査」を基に作成） 
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（２）人口の将来見通し 

 埼玉県の人口はピークを迎えつつあり、今後、人口減少が始まると予想される。今後 10 年間で

埼玉県は社会構造の大きな変化が始まる。こうした 10 年後の人口動向に加え、人口問題において

重要な、長期的な潮流を把握するため、今後 50 年の埼玉県の人口を見通す。 

 

① 年齢３区分別人口の将来見通し 

今後の構造的な変化が最も現れる年齢３区分別人口について、2010 年（平成 22 年）の国勢

調査結果による社人研の推計では、今後、埼玉県では生産年齢人口の減少の加速や急激な高齢化の

進行が見込まれる。なお、社人研の将来人口推計は必ずしも埼玉県の実際の将来人口を表してきた

ものではないが、実際の将来人口が多少異なる結果となったとしてもこれらの構造的変化の潮流は

変わらないものと考えられる。 

 

2040 年（平成 52 年）の生産年齢人口（15～64 歳）は、ピーク時の 2000 年（平成 12 年）

の 501 万人から 348 万人へと 31％減少する。 

また、2010 年（平成 22 年）から 2025 年（平成 37 年）にかけて、埼玉県の高齢者（65

歳以上）は約 50 万人増加し、高齢化率は 28％に上昇すると見込まれる。地域別にみると、さい

たま、南部、南西部、東部の４地域で約 25 万人増加し、県全体の半分を占める。なお、2010

年（平成 22 年）から 2025 年（平成 37 年）にかけての高齢者の増加率は 35%と推計され、全

国２位となる。特に 75 歳以上の高齢者の増加率は 100%で、全国１位となる。 

 

図２３ 埼玉県の人口の将来見通し 
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  （2010 年までは総務省「国勢調査」、2015 年以降は社人研「日本の地域別将来推計人口」を基に作成） 
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表２ 都道府県別 高齢者人口推計 

 
高齢者（６５歳以上）    （単位：万人）         後期高齢者（７５歳以上） （単位：万人） 

順 

位 
都道府県 

2010 年 

(平成22年) 

2025 年 

(平成37年) 
増加数 増加率

順

位
都道府県

2010 年 

(平成22年)

2025 年 

(平成37年) 
増加数 増加率

1 沖縄県 24.3 35.3 11.0 46% 1 埼玉県 58.9 117.7 58.8 100% 

2 埼玉県 147.0 198.2 51.2 35% 2 千葉県 56.3 108.2 51.9 92% 

3 千葉県 133.9 179.8 45.9 34% 3 神奈川県 79.4 148.5 69.1 87% 

4 神奈川県 183.0 244.8 61.8 34% 4 大阪府 84.3 152.8 68.5 81% 

5 滋賀県 29.2 38.5 9.3 32% 5 愛知県 66.0 116.6 50.6 77% 

（注）年齢不詳人口は、総人口に占める構成比により按分 

  （社人研「日本の地域別将来推計人口」を基に作成） 

 

② 将来人口の見通し 

 埼玉県の総人口は 2015 年（平成 27 年）頃にピークを迎え、その後、減少していくことが見

込まれている。その減少のペースについては、転入・転出による社会移動や出生率をどのように想

定するかによって大きく変動すると見込まれる。今後の社会移動や出生率について、代表的な３つ

の場合を想定して、総人口の推移の見通しを示す。 

 まず、社会移動について、今後は本県への転入超過がなくなり、転入・転出が均衡し、その一方

で、出生率は 2015 年（平成 27 年）の 1.31 から、2060 年（平成 72 年）までの間は、社人

研の推計方法に準じて 1.26～1.29 と低い水準のまま推移した場合（試算①）、人口は大きく減少

し、2060 年（平成 72 年）には 500 万人台を切ると見込まれる。 

 次に、出生率は同様に低い水準で推移するものの、社会移動は現在の転入超過の状況が今後も続

くとした場合（試算②）には、緩やかに減少し 550 万人台になると見込まれる。 

また、社会移動は現在の状況が続くとした上で、さらに出生率が国の「まち・ひと・しごと創生

長期ビジョン」で示すように 2030 年（平成 42 年）に 1.8 程度に、2040 年（平成 52 年）に

人口置換水準である 2.07 に上昇するとした場合（試算③）、横ばいに推移し、700 万人台を切る

程度にとどまる。 

 

図２４ 将来人口（試算） 
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２ まち・ひと・しごと創生に向けた基本的な考え方 

 

（１）総合戦略の位置付け 

 埼玉県では、2012 年（平成 24 年）3 月に「埼玉県 5 か年計画－安心・成長・自立自尊の埼

玉へ－（以下「5 か年計画」という。）」を策定した。5 か年計画では生産年齢人口の減少という構

造的な変化を大きな課題と捉え、埼玉版ウーマノミクスプロジェクト、健康長寿埼玉プロジェクト

をはじめとする取組を進めてきた。 

 

 そうした中、国では 2014 年（平成 26 年）11 月に「まち・ひと・しごと創生法（以下「法」

という。）」が施行され、同年 12 月には「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び人口減少と

地域経済縮小の克服やまち・ひと・しごとの創生と好循環の確立を目指して「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」が策定・公表された。 

 

 このため、埼玉県では、法第 9 条第 1 項に基づき、この「埼玉県まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を策定し、本県の人口の現状と今後 10 年さらには 50 年後の将来の人口の構造的な変化の

見通しを示すとともに、そこから生ずる基本的な課題に対して、国の総合戦略に呼応して今後 5

年間（2015 年度から 2019 年度）で推進すべき取組について、本県の施策の基本となる 5 か年

計画等から抽出し、まち・ひと・しごと創生の観点から体系化して示す。 

 

 

（２）市町村との連携及び地域連携 

 本総合戦略は、法第 10 条第 1 項に基づき、県内市町村の総合戦略においても勘案されること

となっている。加えて本県では地域により人口の増減や高齢化の状況が異なっており、また、人口

の構造的な変化によって地域が抱える課題には、市町村が単独で解決できないものも多い。このた

め、本総合戦略の実施に当たっては、県と市町村との連携や地域間の連携が求められる。 

 県内９か所の地域振興センターが核となり、課題を同じくする地域内での市町村間の連携を促す

とともに、県と市町村の連携による取組を推進していく。 

 

 

（３）一都三県の連携 

 本県が一角を占める東京圏における高齢化・少子化の問題は、本県を含む一都三県で協力して対

応することにより効果的な取組が図られる。このため「九都県市首脳会議」や「一都三県の地方創

生に関する連絡会議」等を活用して東京圏の連携により取組を進める。 

 

  

（４）基本的な課題 

① 生産年齢人口の減少への対応 

 本県の生産年齢人口は、2000 年（平成 12 年）の 501 万人をピークに減少が始まっており、

社人研の推計に基づくと 2040 年（平成 52 年）には 348 万人まで減少すると見込まれている。
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これはピーク時の 3 分の 2、1970 年代後半と同じ水準である。 

 生産年齢人口の減少に伴い就業者数も減少すると予想される。1975 年（昭和 50 年）の就業

者数は 2１0 万人台であり、現在の就業者数の６２％程度である。仮に生産年齢人口の減少と同じ

ペースで就業者数が減少したとすれば、急激な労働力の減少に伴う本県の社会経済の活力低下が懸

念される。 

 今後、加速する生産年齢人口の減少への対応は大きな課題となっている。 

 

② 社会増の適切な維持 

 本県の人口に社会増減が与える影響は極めて大きい。現在の年間の転出入者数は約 30 万人と、

総人口の約 4％が移動しており、総人口に占める転出入者数の割合は全国でも第 4 位の規模であ

る。 

 本県は全国から転入者を受け入れる東京圏の一角としての側面と、東京都区部を中心に人口流出

が生じている地方としての側面との両面がある。今後とも本県の人口が安定して推移するためには

社会増を適切に維持することが必要であり、まずは、東京都区部を中心として本県の人口流出を減

少させることが重要である。 

 特に 10 代後半から 20 代前半は、就業等をきっかけに東京都・神奈川県に対して転出超過とな

っており、この世代を中心に人口流出を減少させることが課題となる。 

 また、本県の社会増減は、東京都の社会増減と一定のトレードオフの関係がこれまでみられてき

た。東京圏において本県が転入人口を惹き付けることは、東京都区部への人口の一極集中を防ぐ観

点からも重要である。 

 本県の転入の状況をみると、就業等をきっかけとして 10 代後半から 20 代前半の層が転入超過

となり、都内に居住している３０代の結婚・子育て世代を中心に大幅な転入超過となっている。ま

た、７０代以上も都内からを中心に転入超過となっている。これらの世代を中心として、人口を惹

き付けることが課題となる。 

 なお、これまでは秩父地域を除いて転入超過となっていたが、都区部から離れている地域におい

ては、転入超過を維持することは困難も予想され、そうした地域での人口流出を減少させるための

対応が重要となる。 

 

③ 自然減・少子化への対策 

 本県の合計特殊出生率は、過去最低の 1.20 となった 2004 年（平成 16 年）以後は緩やかな

上昇傾向にあるものの、近年は 1.30 前後で推移しており、人口維持に必要な 2.07 を大きく下回

っている。 

 また、合計特殊出生率を県内の地域別にみると、一番高い南西部地域は 1.39、一番低い比企地

域は 1.06 となっており、0.33 ポイントと大きな差がある。地域の実情に応じた対策が必要とな

る。出生数でみると、さいたま市で約 2 割、それに南部、南西部、東部を加えた 4 地域で県全体

の 6 割近くを占め、これらの地域の動向が自然減にも影響を与える。 

 なお、本県の合計特殊出生率は東京都の 1.15 を 0.16 ポイント上回っており、出生数も東京圏

全体の約２割を占めている。本県における出生数増への取組が、東京圏のみならず日本全体の動向

にも大きな影響を与える。 

 社人研の出生動向基本調査によると、本県在住の夫婦の理想とする子供の人数は平均で 2.34 人、
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実際に持つつもりの子供の人数は平均で 2.00 人となっており、現在の合計特殊出生率とは大きな

かい離がみられる。 

 また、県民の未婚率は年々上昇しており、2010 年（平成 22 年）の生涯未婚率（50 歳時の未

婚率）は、男性 21.0％、女性 9.2％となっている。1985 年（昭和 60 年）と比較すると男性で

約 6.4 倍、女性で約 3 倍に増加している。しかし、社人研の出生動向基本調査によると、男性独

身者の 86.0％、女性独身者の 90.5％が結婚を希望している。 

 結婚や出産は個人の自由な決定に基づくものであり、本県の少子化、さらには自然減に歯止めを

かけるには、まずは県民の結婚・出産・子育ての希望を実現することが重要である。 

 

④ 異次元の高齢化への対応 

 本県は、今後急激な高齢化の進行が見込まれ、社人研の推計によると、2010 年（平成 22 年）

から 2025 年（平成 37 年）にかけて約 50 万人増加すると予想されている。増加率は 35％と

全国 2 位で、特に 75 歳以上の高齢者数の増加率は 100％で全国 1 位となり、異次元の高齢化が

進むこととなる。 

 こうした急激な高齢化により、医療や介護サービスに対する需要の増加などへの対応が必要とな

っている。また、今後は高齢者世帯が占める割合が高くなると見込まれるため、高齢者が安心して

地域で暮らせる社会づくりを進めることも重要である。 

 地域別にみると、比企、西部、利根、北部、本庄、秩父の 6 地域は、既に超高齢社会（高齢化

率 21％超）に入っている。一方で、南西部、東部、県央、川越、西部の 5 地域は、今後の 75 歳

以上の高齢者増加率が県全体の増加率である 100%を超える。こうした地域の特性に応じた対応

も必要となる。 

 

 

（５）基本目標 

 国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、人口減少と地域経済縮小の克服を目指

して、①地方における安定した雇用を創出する、②地方への新しいひとの流れをつくる、③若い

世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守

るとともに、地域と地域を連携する、の４つの基本目標を定めている。 

 本総合戦略においても、これを勘案し、かつ本県の人口等の実態を踏まえた①生産年齢人口の

減少への対応、②社会増の適切な維持、③自然減・少子化への対策、④異次元の高齢化への対応、

の基本的な課題を基に、次の４つの基本目標を定める。 

 

 ［基本目標１］ 県内における安定した雇用を創出する 

 

 ［基本目標２］ 県内への新しいひとの流れをつくる 

 

 ［基本目標３］ 県民の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

 ［基本目標４］ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る 
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３ 基本目標と施策 

 
基本目標１ 県内における安定した雇用を創出する        

 

 

○ 生産年齢人口減少に対応した潜在的な人材の活用 

 本県の生産年齢人口が今後更に減少していくと予想される中、その影響を最小限にし、県内で安定し

た労働力を確保し続けるためには、就業する意欲と能力がありながら現在就業が実現していない潜在的

な人材の活用を図ることが求められる。特に、女性の就業率の向上とシニアの活躍が重要となる。 

 本県の 30 代女性の就業率は、2010 年（平成２２年）国勢調査によると 61.1％で全国４２位と低

く、いわゆるＭ字カーブの谷が深い。全国的にみても出産や子育てを機に離職する女性は 6 割に上り、

また、離職した人の 4 分の 1 が「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立が難しい」という理由を

挙げている。さらに、子育てに専念するために離職した人も子供の成長とともに就職希望率は高くなる。

こうした中で女性がいきいきと活躍できる環境を整備し、それが地域経済の活性化につながる「埼玉版

ウーマノミクスプロジェクト」などの取組を推進する。 

 また、団塊世代を中心に多くの高齢者が就業の第一線から退いている。一方で平均寿命や健康寿命の

延伸により元気な高齢者が増えていることから、セカンドキャリアの形成や企業とのマッチングを支援

するなどにより、就労を希望する高齢者がその能力を発揮し活躍できる環境づくりを行う。 

 

図２５ 年齢階層別就業率（2010 年） 
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（総務省「国勢調査」を基に作成） 
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図２６ 女性の年齢階層別就業率（2010 年、2000 年、1990 年） 
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（総務省「国勢調査」を基に作成） 

 

 

○ 魅力的な雇用を創出する県内産業の振興 

 生産年齢人口が減少する中で経済の活力を維持するには、企業の生産性を高め、「稼ぐ力」のある産

業を振興することにより、魅力的な雇用を創出することが重要である。 

 まずは、本県経済の新たな成長を導く次世代産業や先端産業を振興するとともに、企業立地などによ

る産業集積を推進する。 

 また、本県の事業所の状況をみると、中小企業が占める割合が極めて高い。さらに、製造業は減少傾

向にある一方で、サービス業は増加傾向にあり、産業構造の転換が進んでいる。 

 このため、サービス産業を含め、経営革新に取り組む中小企業への支援などを行い魅力と生産性の向

上を図る。 

 

図２７ 事業所規模別 事業所数割合・従業者数割合（2012 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（埼玉県「埼玉県の産業と雇用のすがた（平成 27 年度版）」を基に作成） 
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【主な施策】 

① 女性がいきいきと輝く社会の構築 

   ・短時間勤務制度など多様な働き方の普及 

   ・保育所、企業内保育所などの整備促進 

   ・延長保育や病児保育など多様な保育サービスの提供支援 

   ・女性の再就職・キャリアアップ支援 

   ・女性の創業支援  等 

 

② 高齢者等の就業支援と雇用の拡大 

   ・中高年齢者の再就職活動の支援 

   ・市町村のシルバー人材センターとの連携強化  等 

 

③ 次世代産業・先端産業の振興、農林業の振興 

   ・先端産業創造プロジェクトの推進 

   ・産学連携による研究開発、企業の新技術・製品化開発の支援 

   ・次世代産業・先端産業の誘致 

   ・食品産業、自動車関連産業、流通加工業など埼玉の特性を生かした産業の誘致 

   ・圏央道沿線地域に加えて圏央道以北地域への産業地誘導 

   ・農業法人など経営力ある優れた経営体の育成 

      ・優良農地の確保と担い手への利用集積の促進 

    ・農林産物の生産力強化やブランド化、農業の６次産業化の支援  等 

 

④ 県内中小企業の支援、サービス産業の振興 

   ・経営革新に取り組む企業の拡大と支援 

   ・埼玉発スタートアップの成長支援  

   ・中小企業の事業承継への支援 

   ・海外への展開を目指す企業の支援 

   ・中小企業に対する金融支援の充実 

   ・中小企業のニーズに対応した在職者の技能向上訓練 

   ・サービス産業への参入支援と成長段階に対応した経営支援  等 

 

⑤ 産業人材の確保・育成 

   ・高等技術専門校によるものづくり分野を中心とした人材の育成 

   ・民間を活用した介護などサービス分野を中心とした職業訓練の推進 

   ・専門高校による産業教育の充実  等 

 

 

 

 

 



- 21 - 

 

（基本指標） 

  ・就業率の水準の確保（現状値：5７.７％（2014 年（平成 2６年）） 

 ・女性就業率（30～39 歳）の向上 （現状値：61.1％（2010 年（平成 22 年）） 

  

 

  <重要業績評価指標（ＫＰＩ）> 

   ・多様な働き方実践企業の認定数 延べ 3,000 社（平成 31 年度） 

    ・保育所等受入枠  110,152 人（平成３１年度末） ※ 認定こども園における保育含む 

   ・サービス分野に関する経営革新計画を策定した中小企業の数  累計 4,000 社 

                                （平成 31 年度末） 

   ・新規の企業立地件数  累計 250 件（平成 31 年度末） 

   ・農業法人数  累計 1,125 法人（平成 31 年度末） 

   ・県の職業訓練による人材育成数  累計 44,000 人（平成 31 年度末） 
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基本目標２ 県内への新しいひとの流れをつくる         

 

 

○ 埼玉県からの人材の流出の減少 

 埼玉県からの人材の流出を減少させるためには、就業等をきっかけに東京都区部等に転出する 10 代

後半から 20 代前半の世代を中心に、人材の流れを変える必要がある。平成 27 年 3 月現在、県内高

校生（国立、公立、私立の全日制・定時制）の 28.6％が県外に就職している状況にある。 

 このため、若者に中小企業を中心とする県内企業の魅力をＰＲや県内企業とのマッチング等のきめ細

かな就業支援を行うなどの対策を進める。 

 

○ 埼玉県への人の誘導 

 本県には、子育て世代を中心として主に東京都区部から多くの転入がある。これは交通網や生活イン

フラが整備され、みどりや川の自然環境に恵まれている、広い住居が確保できるなどの住環境の良さが

魅力となっていると考えられる。 

 こうした子育て世代の流入をさらに拡大するため、多様な保育サービスの提供など子育てしやすいま

ちづくりを推進し、生活環境の魅力をさらに向上させる。 

 また、子育て世代だけでなく、高齢者を含む幅広い世代に本県の良さを知ってもらい、デュアルライ

フ（二地域居住）の推進などにより本県への移住を進め、本県への人材の流れをつくる。 

 さらに、東京からの距離も近く、多彩で個性豊かな県内各地域の観光資源を活用し、本県で開催され

るラグビーワールドカップ 2019 や 2020 東京オリンピック・パラリンピックも見据え、国内外から

観光客などの交流人口の増加を図る。  

 

 

【主な施策】 

① 若年者を中心とした就業支援 

   ・新卒者などの若年者の就業支援 

   ・県内企業への若手人材の就業支援・定着促進  等 

 

② 子育てしやすいまちづくりの推進 

   ・保育所、企業内保育所などの整備促進【再掲】 

   ・延長保育や病児保育など多様な保育サービスの提供支援【再掲】 

   ・子育て応援住宅認定制度など子育てしやすい住宅の普及促進  等 

 

③ 埼玉県の魅力発信と観光の推進 

   ・戦略的な広報による国内外への埼玉の魅力発信 

   ・外国人観光客の来訪促進や受入体制の充実 

   ・グルメ・アニメ・歴史・文化芸術・産業などの地域資源を活用した多彩な体験型観光づくり 

   ・グリーンツーリズムの支援 

   ・観光振興を担う人材育成やおもてなし力の向上  等 
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④ 移住の促進 

   ・子育て世代、高齢者等の移住支援 

   ・新規就農者の移住促進 

   ・空き家の利活用の促進  等 

 

 

 

（基本指標） 

人口の社会増の維持 （現状値：14,909 人（2014 年（平成 26 年）） 

 

  <重要業績評価指標（ＫＰＩ）> 

      ・若年者向け就業支援による就職確認者数 累計 12,500 人（平成 31 年度） 

   ・子育て応援住宅認定戸数  累計 9,000 戸（平成 31 年度） 

   ・外国人旅行客数  80 万人（平成 31 年） 

 

 

 

 

 



- 24 - 

基本目標３ 県民の結婚・出産・子育ての希望をかなえる   

 

 

○ 結婚・出産・子育てへの支援 

 本県の少子化に歯止めをかけるためには、まずは県民の結婚・出産・子育ての希望を実現することが

有効と考えられる。 

 これまで晩婚化や未婚率の上昇が進んでいるが、独身でいる理由としては、社人研の出生動向基本調

査（平成 23 年）によると、25～34 歳の男女ともに「適当な相手にめぐり会わない」が第１位となっ

ている。このため、結婚を希望している人の出会いの機会づくりへの支援などを行う。 

 また、３０代前半の妻が希望する子どもの数を実現できない理由としては、年齢や健康上の理由、収

入が不安定、自分や夫の仕事の事情などを挙げている。このため、出産の希望をかなえるため、不妊に

関する正しい知識の普及啓発や不妊治療の支援などを行う。また、子育ての経済的・精神的負担の軽減

を図ることや仕事と子育てが両立できるよう支援することなどが重要である。具体的には、保育所の整

備や多様なニーズに応じた保育サービスの提供を推進するとともに、男女ともに働き方を見直すなど、

ワークライフバランスの確立を図る。 

 さらに、両親に子ども２人という一般的家庭のモデルを多子世帯に変えるとともに、第３子以上を持

つ多子世帯への支援を充実する。 

 

 

【主な施策】 

① 結婚・出産への支援 

   ・結婚を希望する未婚者への出会いの機会提供支援 

   ・不妊に関する正しい知識の普及啓発  

   ・不妊に関する相談や治療費への助成支援  等 

 

② 子育て支援の充実 

   ・保育所、企業内保育所などの整備促進【再掲】 

   ・延長保育や病児保育など多様な保育サービスの提供支援【再掲】 

   ・放課後児童クラブや放課後子供教室への支援 

   ・子育て応援住宅認定制度など子育てしやすい住宅の普及促進【再掲】 

   ・多子世帯への経済的負担軽減などの支援 

   ・社会全体で子育てを応援するムーブメントの醸成 

   ・ひとり親世帯への支援の充実  

   ・生活困窮世帯や生活保護世帯の子供への学習支援  等  

 

③ ワークライフバランスの推進 

   ・子育て期における多様な働き方の定着促進 

   ・男性の子育て参加支援の推進  等 

 

④ 若年者を中心とした就業支援【再掲】 
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   ・新卒者、フリーター・ニートなどの若年者の就業支援 

   ・県内企業への若手人材の就業支援・定着促進【再掲】  等 

 

（基本指標） 

 合計特殊出生率の向上（現状値：1.31（2014 年（平成 26 年）） 

 

  <重要業績評価指標（ＫＰＩ）> 

   ・不妊治療助成件数  8,500 件（平成 31 年度末） 

   ・保育所等受入枠  110,152 人（平成３１年度末）※ 認定こども園における保育含む【再掲】 

   ・多様な働き方実践企業の認定数 延べ 3,000 社（平成 31 年度）【再掲】 

      ・若年者向け就業支援による就職確認者数 累計 12,500 人（平成 31 年度）【再掲】 
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基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る   

 

 

○ 健康長寿と医療・福祉サービスの連携・充実 

 異次元の高齢化が進む中で、高齢者ができるだけ長い期間、健康で暮らせるようにするとともに、一

人一人のニーズに合った医療、介護などのサービスが切れ目なく提供されることで、いきいきと過ごす

ことができる社会をつくっていくことが重要である。このため、「健康長寿埼玉プロジェクト」の取組

や在宅を中心とした地域包括ケアシステムの構築、介護施設の整備、介護人材の確保などを進める。 

 

○ くらしやすいまちづくりの推進 

 地域において、高齢者世帯が増加してくる中で、高齢者が支障なく日常生活を送ることができるよう、

路線バスをはじめとする地域公共交通の確保、ＮＰＯ、事業者など多様な主体による共助社会づくりな

どを推進する。 

 

図２８ 埼玉県における健康寿命の推移 
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※健康寿命…65 歳の人が健康で自立した生活を送ることができる期間、具体的には 65 歳以上の人が       

要介護 2以上になるまでの期間 

（埼玉県衛生研究所「埼玉県の健康寿命」を基に作成） 

    

図２９ 埼玉県の要介護･要支援認定率の推移 
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             （厚生労働省「介護保険事業状況報告」を基に作成） 
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【主な施策】 

① 高齢者等が安心して暮らせる社会づくり 

   ・地域包括ケアシステムの構築 

   ・特別養護老人ホームなどの整備促進 

   ・サービス付き高齢者向け住宅など高齢者向け住まいの整備促進 

   ・医療・介護を支える専門的人材の確保・育成・定着  

   ・救急医療体制の強化  等 

 

② 生涯を通じた健康の確保 

   ・健康長寿埼玉モデルの普及や健康長寿サポーターの養成等による健康長寿埼玉の推進 

   ・健康診査・保健指導など生活習慣病を予防する取組の支援 

   ・各市町村が進める介護予防の取組への支援  等 

 

③ 快適で暮らしやすいまちづくり 

   ・生活交通を支える路線バスの維持・確保支援 

   ・エレベーターの設置など安全で快適な鉄道駅の整備等支援 

   ・幅の広い歩道の整備や段差の解消など道路のバリアフリー化の推進 

   ・地域支え合いの仕組みの充実 

   ・コミュニティ活動の促進 

   ・市町村などとの連携による電子申請・届出サービスなどの拡充 

   ・ICT を活用した地域医療連携システムの構築 

   ・自主防犯活動への支援 

   ・高齢者を狙った犯罪防止、高齢者の交通事故防止対策の推進 

   ・自主防災組織の強化や地域における防災関係機関の連携強化  等 

 

（基本指標） 

 健康寿命の延伸 （現状値：男性 16.9 年、女性 19.8 年（2013 年（平成 25 年）） 

 要介護認定率（75～79 歳）の低減 （現状値：12.7％（201４年（平成 2６年）） 

 

  <重要業績評価指標（ＫＰＩ）> 

   ・特別養護老人ホームの整備促進  39,799 人分（平成 31 年度末） 

   ・サービス付き高齢者向け住宅の供給戸数  13,800 戸（平成 31 年度） 

   ・医療と介護の連携拠点（在宅医療連携拠点）の整備数  全郡市医師会（３０か所） 

 （平成２９年度末）

   ・健康長寿サポーターの養成数  累計 70,000 人（平成 31 年度） 

   ・県内ノンステップバス導入率  70％ （平成 31 年度末） 

   ・地域支え合いの仕組みに参加するボランティア登録者数  5,400 人（平成 31 年度末） 

   ・県及び市町村の電子申請・届出サービス利用件数  198,000 件（平成 31 年度） 

   ・犯罪発生件数（人口千人当たり）  9.9 件（平成 31 年） 
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４ 施策の推進      

 

 ○ ＰＤＣＡサイクルの実施 

   重要業績評価指標（ＫＰＩ）などの達成状況をはじめ、各施策の実施状況や事業の効果を把

握・検証し、基本目標の達成に向け効果的に取り組めるよう改善を図る。 

  

 ○ 多様な主体の参画 

   まち・ひと・しごとの創生には多様な主体の参画による取組が必要であることから、県議

会をはじめ、県内の産・学・金・労・言からなる「埼玉県まち・ひと・しごと創生有識者会

議」、各団体の意見を踏まえて、実施・検証を行う。 

 

 

  

 




